
●製造技術などは、その内容が公開されてしまうことを避けるため、特許等の出願を行わず、
ノウハウとして秘匿する戦略もあります。

●十分に秘密として管理されたノウハウは、営業秘密として不正競争防止法で保護され、不正
な使用・開示が行われた場合、差止請求や損害賠償請求を行うことができます。

●秘匿する戦略を取る場合、社内の機密保持のためのルールなどを定め、それに従って、機密
情報を管理しておく必要があります。

ノウハウを管理することで、発明を保護することができます。

発　明

戦略的な出願管理

発明の戦術的な保護・活用を支援します！

INPIT岡山県知財総合支援窓口

特許とノウハウの峻別

ノウハウ戦略を考えてみませんか！

営業秘密として
保護

営業秘密の
法的保護要件

営業秘密管理

ノウハウとして秘匿（保護期間の制限なし）

先使用による
通常実施権の確保

先使用の証拠の確保
・文書のタイムスタンプ押印
・発明品の確定日付を付した保管
・納品書、領収書、契約書の保管
・実験記録等の保管　　　等々

特許出願（最長20年）

意匠・商標出願、
外国出願も検討

特　許　権　取　得

公　開

審査請求

審　査

（誰でも発明の
内容を見ること
ができます）

・ ・

●発明を見て、その発明の内容
が理解できる発明
●他社の追随が容易な発明  等

例
●発明を見て、その発明の内容
が理解できない発明
●製造プロセス  等

例

相談無料
秘密厳守

（独）工業所有権情報・研修館事業
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検 索岡山知財

INPIT岡山県知財総合支援窓口
［開設時間］ 毎週月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始は除く）8:30～17:15
［住　　所］ 〒701-1221 岡山市北区芳賀5301　テクノサポート岡山３F
［電　　話］ 086-286-9711
［運営機関］ 公益財団法人岡山県産業振興財団・一般財団法人岡山県発明協会

お気軽にご相談ください！

（秘密管理性・有用性・非公知性）




